
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京市立谷戸小学校 学校いじめ防止基本方針 

令和３年６月 

１ 基本的な考え方 

いじめは、いじめを受けた子どもの生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼす

ものであり、絶対に許されない行為である。いじめは、どの学校でも、どの児童にも起こり得るとの

認識の下、教職員が組織的に対応することが重要である。早期発見・早期対応を基本に丁寧に対応し、

未然防止に努める。 

谷戸小学校では、西東京市子ども条例の理念を基に、第９条に示されている「子どもがいじめやそ

の他の権利侵害を受けることなく、安心して生活し学ぶことができる」よう努めていく。そのために、

「未然防止のための取組」「早期発見のための取組」「重大事態への対処」について、迅速かつ組織

的に対応していく。 

以上を踏まえ、西東京あったか先生の理念を十分に理解し、教員の指導力の向上を図り、子どもか

らの声や心を受け止め、子どもが安心して登校できる環境を構築する。また、いじめについて、声を

上げられる学校づくりに努める。さらに、保護者・地域・関連機関と十分な連携の下、いじめを受け

ている児童の立場に立ち最大限の対応を行う。 

２ 未然防止のための取組 

（１）児童への取組 

・学級経営の充実を図り、どの学級も互いに認め合い、高め合う児童を育成していく。 

・言葉遣いやあいさつ励行を行う事で児童の人権意識を高めたり、授業規律を統一（谷戸小学習スタ

ンダード・谷戸小生活スタンダード）することで規範意識を高めたりする指導を全教職員で行う。

また、学期に１回、授業の中でいじめ防止に関する内容を全学級で扱う。 

・学級の中で気になる児童へは、意図的に声をかける等の積極的な働きかけを全教職員で行う。また、

全児童にレジリエンス（困難や脅威に直面している状況に対して、うまく適応できる能力）を育む

ことを意識し、特に、リフレーミングの感覚を育成することで、自尊感情や自己肯定感を高めるこ

とにつなげていく。 

 

（２）保護者・地域への取組 

・保護者会や学校運営協議会などを通し、学校の取組を知らせ、学校と家庭や地域とで十分な連携を

図り、子どもの見守りを進めていく。道徳授業地区公開講座やセーフティ教室などを活用した啓発

活動などを推進していく。 

 

（３）関係機関との取組 

・教育委員会・子ども家庭支援センター・児童相談所・主任児童委員及び民生児童委員と情報の共有

を図り、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとも連携しながら子どもの小さなサ

インを見逃さないようにする。 
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３ 早期発見のための取組 

４ 早期対応のための取組 

（１）初期対応の取組 

 いじめを把握した場合は、即時的に学校いじめ対策委員会を開催し、事実確認及び対応方針を検討

する。被害児童への支援、加害児童への指導、周囲児童への対応について、教員の役割分担を明確に

して対応する。 

学校生活台帳及び生活指導夕会において組織的に情報共有を行い、全教職員が同じように指導に当

たることができるようにする。 

 

（２）被害児童への支援 

 被害児童からの情報を確実に受け止め、安心して学校生活を送ることができるよう、被害児童を組

織的に守る体制づくりを行う。状況をきめ細かく把握して情報を共有し、被害を受けた児童の心理的

ストレスを軽減することに努める。また、いじめを伝えた児童の安全を確保するため、複数の教員に

よる見守り、担任や養護教諭等による個別面談を行い、心の安定を図る。 

 

（３）加害児童への指導 

 加害児童には、具体的行動目標をもたせ、きめ細やかに指導するとともに、組織的・継続的な観察

を行い、再発防止に向けての指導を行う。保護者を交えた話し合いをもつとともに、スクールカウン

セラーを中心に加害児童とその保護者へのケアを進める。また、加害児童へ継続して指導を繰り返し

ても改善が見られない場合は、管理職が訓話を行う。 

 

（４）対応が長期に及ぶ場合の対応 

 いじめの対応は１５日以内の解決を目指す。解決に至らない、又は至らないことが予想される場合

や重大な事案については、教育委員会や警察・家庭支援センター等の関係機関と連携を図り、早期解

決を行う。 

・学校生活のあらゆる機会を通して、全ての教職員が児童の小さな変化を見逃さず、気付いた変化に

ついては迅速に全教職員で共有し、いじめ対策委員会を中心に対応することを基本とし、以下の早

期発見の取組を確実に行う。 

（１）生活指導夕会や、いじめ対策委員会の中で取り上げた、いじめの兆候と思われる事案について

は、毎月１回開催する「学校いじめ対策委員会」での最重要議題とし、学校生活での該当児童

の様子や対応についての共通理解を図る。また、朝の教室や昇降口での児童の迎え入れや、朝

の健康観察、休み時間の行動観察、学期に１回行う「生活アンケート」から児童の変化をいち

早く察知し、いじめの兆候が見られるときには、早急に担任やスクールカウンセラーによる面

談を実施する。 

 

（２）スクールカウンセラーによる５年生の全員面接を行う。また、５年生以外の児童にもカウンセ

ラー・養護教諭・生活指導主任が必要に応じて面接を行い、児童の実態把握に努める。特に、

長期休業明けのスタートアップ期間は、担任が中心となって面接などを実施し、児童の実態把

握に努める。 

 

（３）学級・学校便りや保護者会を積極的に活用するとともに、児童センターや学童クラブとの連携

を図る。連絡帳等を活用した保護者との情報交換を行い、児童の小さな変化に気付ける体制づ

くりを行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 組織的な対応の在り方 

（１）組織的な指導体制 

   いじめ防止の取組として、「未然防止のための取組」「早期発見のための取組」「早期対応のための

取組」は、いじめ防止対策委員会を中心に学校全体で情報を共有する。また、保護者・地域と連携

を図り対応する。必要に応じ、教育委員会・こども家庭支援センター・主任児童委員・民生児童委

員・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーと連携を図り、いじめの課題に取り組ん

でいく。 

 

（２）相談体制 

・スクールカウンセラーによる学級観察や相談室のオープンルーム化により、相談しやすい環境づ

くりに努める。日記を使ったり生活アンケートを行ったりすることで、日頃から児童の変化に気

付ける学級体制づくりを進め、気になることがあった時には学年、養護教諭、専科教諭、生活指

導主任、スクールカウンセラー等で共通理解をし、「学校いじめ対策委員会」に報告をする。 

・スクールソーシャルワーカー・こども家庭支援センター・主任児童委員・民生児童委員と日常的

に連絡を取り、協力体制を作っておく。 

 

７ 研修体制 

（１）年度当初に「生活指導全体会」を開き、気になる児童についての共通理解と、いじめに対する

対応の共通理解を図る。毎週金曜日の生活指導夕会の中で児童の様子についての気付きを全職

員で共有し、日常的にいじめに対するアンテナを高くする。 

（２）いじめ防止基本方針の周知に関する研修を行い、教員のいじめ防止に対する意識や具体的な対

応力を高める。 

（３）児童の自己肯定感を高めたり（リフレーミング）、困難を回避する力やＳＯＳを発信する力を

育成したりする研修を行う。 

 

５ 重大事態への対処 

重大事態が発生した場合は、迅速に教育委員会に報告し、以下の対応を行う。 

（１）いじめられた児童の安全を確保する。 
 
（２）いじめられた児童が、落ち着いて教育を受けられる環境を作る。 
 
（３）学校から、速やかに教育委員会または市長に報告し、連携した対処を開始する。 
 
（４）学校に派遣された関係機関・臨床心理士と連携し対処する。 
 
（５）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合、田無警察署と連携した対処

を行う。 
 

（６）市条例第１１条に規定する「西東京市教育委員会いじめ問題対策委員会」が行う調査に協

力し、重大事態に係る事実関係を明確にする。 

 

（７）重大事案の調査結果についての、市条例１２条に規定する「西東京市教育委員会いじめ問

題対策委員会」が行う調査（再調査）について協力する。市長は必要があると認めたとき

は、公平及び公正な調査を行うため、第三者の学識経験者等により構成される「西東京い

じめ問題調査委員会」を設置し、法第２８条１項の規定に基づく調査を行う。 

 

６ 組織的な対応の在り方 


